
 

★自治基本条例（仮称）制定の背景 

 平成１２年の地方分権一括法施行により、地方分権が求められましたが、現在、地方分権から地域主

権へと叫ばれる中で、地域が自らの意思と責任によって、地域の特色を生かしたまちづくりを推進す

ることが求められており、自治体運営の当事者である町民、議会、行政の三者がまちづくりに関する

基本的な考え方を共有することが重要となってきています。 
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10月28日（木）19：00～21：15 

☆研修会        

 テーマ：「自治基本条例とは何か」 

 講 師：ＮＰＯ法人 公共政策研究所 

 理事長 水 澤 雅 貴 氏 

  委員の皆さんの研修会を実施しました。このときには、中標津町議会議員の皆様にも参加いただき、

町民、議会、行政が協力して作り上げる大切さを学びました。 

＊配布資料＊ 

・研修会資料 

・まちづくり町民会議スケジュール 

 

第 1２回中標津町まちづくり町民会議の内容 

中標津町自治基本条例（仮称）検討スタート！ 

これまで町民会議では、「中標津町第６期総合発展計画」の策定に取り組んでおりましたが、本

年９月をもって、その議論を終了しました。 

その間、役場では、昨年5月、自治基本条例（仮称）を検討するため、「中標津町自治基本条例

（仮称）検討職員プロジェクトチーム」が設置され、先進地視察を実施するなど、17名で議論が重

ねられてきました。その検討の結果として、「中標津町まちづくり町民会議」の議論のたたき台と

なる「報告書」及び「試案解説書」が作成され、町民会議に示されました。 

これにより、いよいよ、「中標津町自治基本条例（仮称）」の検討が始まったところです。 

★自治基本条例（仮称）とは 

 自治基本条例（仮称）とは、まちづくりを推進するための基本的な理念や原則、役割分担、しくみな

どを定めた自治体の“最高規範”として位置付けられる条例です。 

 ※『条例』とは、市町村がその事務について、国の法律などに違反しない範囲で議会の議決を経て

制定する自治体版の法律です。 

★自治基本条例（仮称）が出来ると 

 自治基本条例（仮称）ができたからといって、直ちに町民生活が変わるということはありませんが、

条例が制定されると、町民・議会・行政・企業・団体それぞれの役割と責任が明確化し、協働のまち

づくりを進めていく上での『しくみ』や『ルール』を町民、議会、行政の三者間で共有しやすくなる

ということに大きな意味があります。 



 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

水澤理事長 

杉本会長挨拶 

※生きた条例をつくるための注意点 

①理念型自治基本条例としない。 

⇒情報共有・参加制度など具体的制度規定を設けること 

②関連条例の制定等を行い制度の体系化を図る。 

⇒自治基本条例に制度の具体を規定すること 

③「・・・に努めます」という努力規定の表現を使わず、 

「・・・を行います」という明確な表現とする。 

⇒裁量的ルールではなく、普遍的ルールとすること 

④作りっぱなしとしない仕組みを内在させる。 

⇒見直し・町民委員会制度を規定すること 

⑤まちづくり型の条例としない。 

⇒曖昧な言葉を使用しないこと 

まちづくり＝町政（議会＋行政）＋地域社会の造語 

 

本日から「自治基本条例（仮称）」の制定に向けて、

町民会議として取組んでいきますが、今日は、議員の皆

様方にも参加していただき、これからも議会と町民と一

緒になって、この条例案を作り上げていかなければなら

ないと考えております。来年の８月まで、町民が安心し

て暮らせる中標津町の憲法となる最高規範として、町民

の側に立った条例を作っていかなければならないと考

えており、町民会議の皆さんのご協力をお願いします。 

 

講演資料抜粋 

 



 

第 13 回中標津町まちづくり町民会議の内容 

会 議 の 様 子 

報 告 資 料 抜 粋 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11月25日（木）19：00～21：00 

☆報告会        

 テーマ：職員プロジェクト報告 

 報告者：中標津町自治基本条例（仮称） 

検討職員プロジェクトチーム 

  中標津町自治基本条例（仮称）検討職員プロジェクトチームで検討してきました内容について、 

「報告書」及び「試案解説書」を基に、事務局からの説明を受けました。 

＊配布資料＊ 

・報告会資料 

・職員プロジェクト報告書 

・条例試案解説書 

 

  

   

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 町の憲法となる条例を作るという壮大なとんでもない議論に巻き込まれてしまったとい

う気持ちです。 

 この条例の中身にわれわれ素人がどう関わっていけるのか、中標津町でないとできないこ

とをやらなければならない気がしてきました。 

これから、冬になって大変になりますが、皆さん一緒にがんばりましょう。 

飯島副会長挨拶 

≪今後の予定≫ 

第１５回中標津町まちづくり町民会議 

日時：１月２７日（木）午後７：００～ 

会場：中標津町総合文化会館（しるべっと）２階 第１研修室 

※会議の傍聴もできます。 

経過報告等は町ホームページ・まちづくり情報コーナー・しるべっと・支所・企画課にて確認できます。 

 

 


